
一般競争入札（契約方式の原則） 

指名競争入札 
（一定金額以下で可） 
官側が任意に業者を選定し、
入札をして決定 

 随意契約が認められている調達について、インターネット等により公募する
ことで多くの事業者から見積（入札に相当）を得て、公平性、透明性、競争性
を高める方式 

随意契約（防衛上の所要等で可） 

少額随契（一定金額以下で可） 
官側が任意に業者を選定し、入札を
せずに決定 

オープンカウンター方式 

少額随契の一部 

改善 

オープンカウンター方式の概要 


